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徳
島
県
公
職
選
挙
運
動
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

徳
島
県
公
職
選
挙
運
動
等
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
公
職
の
候
補
者
が
、
」
を
削
り
、
「
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
申
請
書
に
、
県
委
員
会
が
交
付
す
る
別
記
第
二
十
七
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し

た
原
稿
用
紙
に
記
載
し
た
掲
載
文
一
通
及
び
写
真
一
枚
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
申
請
は

、
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の
申
請
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
記
第
二
十
七
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
た
原
稿
用
紙
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下

「
原
稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
掲
載
文
一
通

二

裏
面
に
党
派
名
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
手
札
型
の
上
半
身
像
の
写
真
（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
掲
載

文
を
添
付
す
る
と
き
は
、
当
該
掲
載
文
を
記
録
し
た
原
稿
用
紙
に
記
録
し
た
も
の
）
一
枚

第
五
十
条
第
一
項
中
「
記
載
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
」
に
、
「
前
条
第

一
項
」
を
「
前
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
二
中
「
記
載
し
よ
う
と
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
よ
う
と
」
に
、
「
記
載
す
る
」
を

「
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
記
載
し
た
掲
載
文
」
を
「
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た
掲
載
文
」
に
、
「

あ
つ
た
と
き
、
又
は
記
載
し
た
文
字
」
を
「
あ
つ
た
場
合
又
は
掲
載
文
に
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
し
た

文
字
」
に
、
「
当
該
文
字
の
記
載
」
を
「
期
限
を
定
め
て
、
当
該
掲
載
文
の
記
載
又
は
記
録
」
に
、
「
あ

る
も
の
と
す
る
」
を
「
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
記
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し

た
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
「

写
真
製
版
に
よ
り
」
及
び
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
の
下
に
「
原
稿
用
紙
に
」
を
加
え
、
「
記
載

し
直
し
た
」
を
「
記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し
た
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
七
十
五
条
第
六

項
」
を
「
第
百
七
十
五
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
そ
の
一
・
Ａ
の
備
考
第
一
号
及
び
同
様
式
の
そ
の
一
・
Ｂ
の
備
考
第
一
号
中
「
第

五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
三
・
Ａ
の
備
考
第
一
号
及
び

同
様
式
の
そ
の
三
・
Ｂ
の
備
考
第
一
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則



こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


